
橋
本
左
内
の
農
民
観
に

つ
い
て

|
|
農
民
層
分
解
の
視
角
よ
り
|
|

上

夫
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幕
末
に
お
け
る
越
前
藩
の
藩
政
改
革
に
対
し

て
、
藩
主
松
平
慶
永
の
謀
臣
橋
本
左
内
に
よ
る
富
・

《

TI
】

，

国
強
兵
の
開
明
的
な
論
貨
が
少
な
か
ら
ざ
る
影
響

を
及
し
て
い
る
乙
と
は
周
知
の
通
り
だ
が
、
か
か

る
藩
政
改
革
に
当
り
先
ず
最
も
重
要
な
課
題
と
な

っ
た
の
は
、
他
の
諸
藩
の
場
合
と
同
様
に
深
刻
な

赤
字
財
炉
建
て
直
し
で
あ
り
、
さ
ら
に
幕
藩
体

制
の
領
主
的
危
機
に
も
緊
密
に
つ
な
が
る
自
営
農

民
H

本
百
姓
の
広
汎
な
貧
窮
化
や
没
落
に
つ
い
て

も
決
し
て
放
置
で
き
ぬ
重
要
課
題
と
し
て
、
真
剣

上

橋
本
左
内
の
農
民
観
に
つ
い
て

13の2

な
対
決
を
せ
ま
ら
れ
た
の
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
も
小
農
民
層
の
貧
窮
化
を
も
た
ら
す
主
要

な
問
題
点
と
し
て
は
、
ま
ず
第
一
に
農
民
階
層
の

.
・
③

分
解
と
、
「
生
産
者
(
注
、
農
民
)
を
寄
生
虫
的

に
搾
取
す
る
高
利
貸
資
本
や
商
業
資
本
」
〔
マ
ル

ク
ス
『
資
本
論
』
〕
(
引
用
文
内
の
傍
点
は
筆
者

④
 

に
よ
る
。
以
下
同
じ
)
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る

が
、
乙
れ
ら
は
ま
た
一
方
に
お
い
て
百
姓
一
撲
の

主
要
な
原
因
を
形
成
す
る
乙
と
も
見
遁
せ
な
い
。

そ
こ
で
藩
政
後
半
に
い
た
り
著
し
い
高
揚
を
み

せ
た
百
姓
一
撲
に
対
し
て
、
左
内
は
如
何
な
る
視

点
に
立
っ
て
観
察
し
た
か
、
ま
た
と
く
に
農
民
層

分
解
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
思
考
態

度
を
と
り
、
し
か
も
現
実
の
農
村
に
お
け
る
貧
富

の
懸
隔
の
実
態
を
如
何
に
判
断
し
、
ど
ん
な
仕
法

に
よ
り
そ
の
解
決
を
は
か
ろ
う
と
し
た
か
を
考
察

し
た
い
。

さ
ら
に
拙
稿
で
は
、
と
く
に
越
前
藩
領
に
お
け

る
農
民
層
分
解
の
実
相
に
も
な
る
べ
く
つ
ぶ
さ
に

①
 

注
視
し
つ
つ
、
か
つ
ま
た
江
戸
時
代
に
お
け
る
他

藩
の
農
政
学
者
の
意
見
や
主
張
な
ど
と
も
対
比
す

る
乙
と
に
よ
り
、
左
内
の
農
民
観
の
特
質
や
問
題

点
|
|
|
乙
れ
は
幕
藩
封
建
権
力
者
の
農
民
支
配
政

策
を
考
え
る
場
合
、
概
し
て
共
通
し
た
基
本
線
と

し
て
把
握
す
べ
き
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
が
1

i
を

明
ら
か
に
し
、
併
せ
て
そ
の
歴
史
的
評
価
を
も
若

干
試
み
る
ζ

と
に
す
る
。

ま
ず
近
世
封
建
社
会
に
お
け
る
封
建
領
主
と
農

民
の
基
本
的
対
立
関
係
の
激
化
の
表
現
で
あ
り
、

し
か
も
幕
藩
体
制
の
構
造
的
矛
盾
を
端
的
に
表
明

す
る
百
姓
一
撲
に
つ
き
、
十
九
世
紀
前
半
に
至

り
、
と
く
に
天
保
期
に
お
け
る
爆
発
的
な
一
撲
の

発
生
に
は
、
左
内
に
と
り
「
実
ニ
国
家
之
御
大
事

」
〔
安
政
三
・
四
年
頃
「
為
政
大
要
」
(
『
橋
本

景
岳
全
集
上
巻
』
一
二
四
七
頁
)
以
下
『
全
集
』
と

略
称
す
〕
と
し
て
意
識
さ
れ
、
さ
ら
に
「
執
政
者

は

か

み

だ

り

時
勢
人
情
を
料
ら
ず
、
明
ニ
触
犯
致
し
侯
時
ハ
其

国
必
ず
乱
ル
。
(
中
略
)
無
一
一
政
事
一
・
棄
二
仁

賢
一
・
無
二
礼
儀
一
と
申
三
弊
を
抱
き
居
候
時
ハ
、

時
勢
人
情
逐
々
荷
偏
都
駁
ニ
相
成
、
(
中
略
)
百

姓
ハ
我
佳
春
修
ニ
長
じ
て
上
を
畏
れ
ざ
る
様
ニ
相

成
、
争
訟
紛
闘
等
盛
ニ
行
れ
候
様
ニ
相
成
可
申

候
。
」
(
安
政
三
年
四
月
二
十
六
日
「
中
根
雪
江
あ

て
左
内
書
翰
」
『
全
集
』
一

O
九
頁
)
と
し
、
執

政
者
の
政
治
が
天
地
自
然
の
理
法
と
も
い
う
べ
き

時
勢
・
人
情
の
流
れ
に
さ
か
ら
い
、
民
意
を
無
視

す
る
と
き
は
そ
の
国
は
必
ず
乱
れ
、
ま
た
百
姓
一

授
の
高
揚
に
よ
る
政
治
的
危
機
の
到
来
は
避
け
が
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た
い
と
判
断
し
た
も
の
と
い
え
る
。

天
保
期
の
百
姓
一
授
の
全
国
的
な
情
勢
は
、
青

木
虹
二
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
を
通
じ

て
の
総
数
二
、
八

O
九
件
の
う
ち
天
保
期
に
は
三

五
九
件
で
、
全
体
の
一
一
了
四
Mm
を
占
め
年
平
均

二
五
・
六
件
が
記
録
さ
れ
、
天
明
期
や
慶
応
期
と

な
ら
ぷ
一
授
高
揚
の
最
大
の
ピ

I
ク
を
な
す
こ
と

③
 

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
先
進
、
後
進
の
地

域
を
問
わ
ず
全
国
各
地
に
続
発
し
、
そ
の
う
ち
「

打
ち
乙
わ
し
」
や
「
都
市
騒
擾
」
と
い
う
蛾
烈
な

闘
争
手
段
を
と
る
の
が
全
体
の
三
割
余
に
も
及
ぶ

乙
と
に
な
る
が
、
越
前
地
方
に
お
い
て
も
管
見
す

る
と
こ
ろ
で
は
十
三
件
を
数
え
、
江
戸
時
代
の
全

体
の
六
一
件
の
一
二
%
を
占
め
、
最
大
の
高
ま
り

⑦
 

を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
。

か
か
る
百
姓
一
撲
の
高
揚
に
つ
き
左
内
は
、
民

意
を
無
視
し
た
為
政
者
の
治
政
も
さ
る
と
と
な
が

ら
、
百
姓
の
「
我
健
審
修
ニ
長
じ
て
上
を
畏
れ
ざ

る
様
ニ
相
成
」
た
る
こ
と
は
断
じ
て
許
す
べ
か
ら

ざ
る
も
の
と
き
め
つ
け
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な

観
察
は
余
り
に
も
皮
相
的
で
あ
り
か
っ
一
面
的
だ

と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
む
し
ろ
十
九
世
紀
初
頭

文
化
年
聞
の
作
と
さ
れ
る
『
世
事
見
聞
録
』
が
伝

え
る
「
百
姓
の
一
挟
徒
党
な
ど
発
る
場
所
は
、
極

め
て
右
体
の
福
有
人
と
困
窮
人
と
偏
り
た
る
な

り
。
百
姓
の
騒
動
す
る
は
、
領
主
地
頭
の
責
語
る

事
の
み
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず
、
必
其
土
地
に
有
飴

の
も
の
あ
っ
て
、
大
勢
の
小
前
を
貧
る
ゆ
へ
、
苦

痛
に
迫
り
て
一
授
な
ど
企
る
な
ん
川
」
と
す
る
把
握

の
仕
方
の
方
が
、
は
る
か
に
農
村
に
お
け
る
農
民

層
の
実
態
U
農
民
層
分
化
に
よ
る
貧
富
の
懸
一
隔
の

激
化
が
主
因
と
な
る
一
授
続
発
の
実
相
U

を
見
究

め
た
も
の
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
左
内
に
お
い
て
も
、
当
時
の
小
農
民

の
貧
窮
化
や
脱
農
民
化
の
目
立
つ
農
村
事
情
に
注

目
し
、
「
所
謂
聖
人
の
政
、
土
地
と
人
別
と
を
量一

る
法
あ
り
て
、
民
の
内
に
貧
富
懸
隔
あ
る
事
な

し
。
有
と
云
へ
ど
も
、
只
其
身
の
勤
倹
と
修
惰
と

に
よ
り
て
、
或
は
富
み
或
は
貧
た
る
の
み
に
て
、

土
地
の
多
少
幸
不
幸
は
無
レ
之
儀
に
奉
レ
存
候
」

(
安
政
四
年
間
五
月
「
農
政
に
関
す
る
意
見
の
写

」
『
全
集
』
三
五
二
頁
)
と
い
い
、
農
民
層
分
化

を
単
に
農
民
の
勤
倹
と
修
惰
と
に
よ
る
も
の
と
考

え
た
り
、
ま
た
離
農
し
て
都
市
で
の
日
一
履
な
ど
に

な
る
も
の
が
増
え
る
情
勢
に
対
し
て
は
、
「
御
城

下
に
て
は
租
税
を
出
す
事
な
く
、
日
雇
を
す
れ
ば

暮
し
安
し
。
扶
を
好
む
人
情
に
て
、
曲
震
を
止
め
、

町
方
へ
引
越
し
、
:
:
:
・
:
」
(
前
掲
書
『
全
集
』

三
五
二
頁
)
と
評
し
、
脱
農
民
化
の
実
情
を
こ
れ

ま
た
単
純
に
侠
を
好
む
人
情
に
よ
る
も
の
と
判
断

①
 

す
る
の
で
あ
る
。

一
方
富
め
る
百
姓
は
、
「
持
分
の
高
少
く
し

て
其
土
地
の
取
実
は
多
く
賦
役
は
軽
く
、
貧
者

は
持
高
多
く
取
実
は
少
な
く
斌
役
は
重
し
、
富
者

は
膏
映
の
地
斗
に
て
兼
併
し
て
隠
田
同
様
の
持
高

あ
り
」
と
い
う
わ
け
で
、
貢
租
負
担
の
軽
く
て
し

か
も
肥
沃
な
土
地
に
恵
ま
れ
る
の
が
富
農
に
な
る

第
一
要
件
だ
と
指
摘
し
、
こ
こ
に
農
民
層
の
聞
に

必
然
的
に
貧
富
の
懸
隔
を
生
じ
、
さ
ら
に
は
農
村

衰
微
を
決
定
的
な
ら
し
め
る
も
の
と
説
く
の
で
あ

る。
し
か
も
農
民
層
分
解
に
起
因
す
る
農
村
の
著
し

い
変
ぼ
う
は
、
封
建
権
力
の
視
角
か
ら
は
極
め
て

危
倶
す
べ
き
事
態
だ
と
左
内
の
眼
に
映
っ
た
に
相

違
い
な
い
。

一一一

か
か
る
左
内
の
農
民
観
を
さ
ら
に
検
討
す
る
に

当
り
、
越
前
藩
に
お
け
る
農
民
層
分
解
の
実
態
に

つ
い
て
少
々
調
べ
て
み
よ
う
。

云
う
ま
で
も
な
く
越
前
地
方
は
畿
内
・
東
海
・

瀬
戸
内
沿
岸
等
の
先
進
的
な
農
村
地
帯
と
は
異

り
、
む
し
ろ
関
東
・
東
山
・
東
北
の
養
蚕
、
製
糸

地
帯
の
農
村
と
よ
く
類
似
す
る
も
の
と
み
ら
れ
、

先
進
地
帯
に
比
べ
て
の
生
産
力
の
相
対
的
低
位
と

商
品
生
産
の
後
進
性
の
故
に
、
商
品
生
産
者
化
し
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た
中
農
の
上
昇
・
富
農
化
の
方
向
が
十
分
な
展
開

を
遂
げ
ず
、
広
汎
に
わ
た
る
小
農
民
の
窮
乏
化
、

没
落
佑
が
目
立
ち
、
し
か
も
乙
れ
ら
貧
窮
化
し
た

農
民
の
う
ち
に
は
商
業
・
高
利
貸
資
本
の
支
配
下

に
入
る
も
の
が
少
く
な
く
、
一
部
で
は
商
人
・
高

利
貸
的
機
能
を
兼
ね
た
少
数
の
有
力
地
主
が
、
・
小

農
民
層
の
窮
之
の
上
に
質
地
地
主
・
小
作
関
係
の

⑬
 

網
を
も
ひ
ろ
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
と
く
に
藩
政
後
期
で
は
商
品
生
産
の

か
な
り
の
発
展
に
も
拘
ら
ず
、
農
民
層
分
解
が
い

わ
ゆ
る
貧
窮
分
解
に
圧
倒
さ
れ
る
傾
向
の
著
し
い

ζ

と
が
指
摘
さ
れ
る
。

そ
れ
と
と
も
に
無
高
化
し
た
農
民
の
一
部
は
農

業
外
へ
の
奉
公
、
日
雇
化
、
そ
れ
に
よ
る
農
村
人

口
の
減
退
や
散
因
子
余
地
の
増
加
な
ど
甚
し
い
農

村
衰
微
に
対
し
て
、
藩
権
力
と
し
て
は
小
農
民
の

自
立
化
に
よ
る
本
百
姓
保
持
の
農
民
対
策
に
躍
起

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
乙
と
は
、
越
前
藩

や
大
野
藩
な
ど
が
幕
末
に
出
し
た
手
厳
し
い
布
令

@
 

な
ど
か
ら
如
実
に
う
か
が
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
同
じ
領
内
で
も
割
と
先
進
的
な
農
村

で
は
、
農
民
的
商
品
生
産
の
広
汎
な
展
開
を
基
礎

に
農
民
層
分
解
が
、
早
期
に
し
か
も
比
較
的
順
調

に
進
行
し
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、

上

橋
本
左
内
の
農
民
観
に
つ
い
て

製
紙
業
で
著
名
な
五
箇
地
方
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
ζ

で
と
く
に
岩
本
村
、
不
老
村
、
大
滝
村
の

農
民
層
分
解
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
製
紙
業
と
紙

の
仲
買
を
中
心
と
す
る
商
業
の
発
展
に
よ
り
、
小

農
民
は
団
地
を
手
放
し
て
無
高
U
水
呑
と
な
り
、

な
か
に
は
大
高
持
に
隷
従
し
て
そ
の
経
営
に
従
う

も
の
も
あ
る
が
、
多
く
は
も
は
や
土
地
に
は
依
存

せ
ず
に
製
紙
を
中
心
と
す
る
商
品
生
震
に
参
加
し

て
生
活
の
安
定
を
は
か
っ
た
。

ま
ず
岩
本
村
の
場
合
、
表

ωの
通
り
組
田
が
早

く
も
寛
永
年
聞
に
八
石
余
現
わ
れ
て
、
そ
の
後
は

急
速
に
増
加
し
た
が
、
か
れ
ら
は
僅
か
な
田
地
を

経
営
し
て
貢
租
の
過
重
負
担
に
苦
し
む
よ
り
も
、

漉
屋
や
問
屋
商
人
に
傭
わ
れ
た
り
家
族
の
一
部
を

他
所
に
年
季
奉
公
に
出
し
た
り
し
て
生
計
を
営
む

よ
う
に
な
る
。

一
方
高
持
の
う
ち
で
も
有
力
な
も
の
は
、
従
来

主
と
し
て
譜
代
下
人
や
小
農
民
が
副
業
的
に
提
供

す
る
労
働
力
に
よ
っ
て
営
ん
で
い
た
製
紙
業
を
、

次
第
に
年
季
奉
公
人
や
水
呑
ら
の
調
捕
に
よ
っ
て

経
営
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
さ
い
同
村
で
の
農
民
の
階
層
分
解
の
事
情

は
、
表

ωが
示
す
よ
う
に
高
持
で
は
寛
永
か
ら
元

禄
年
聞
に
か
け
て
七

i
八
反
の
中
農
層
が
減
少
し

て
、
多
数
の
三
J
四
反
以
下
の
小
農
層
と
一
町
前

後
の
僅
少
な
層
と
に
分
れ
る
し
、
ま
た
元
禄
十
五

年
(
一
七

O
二
)
に
は
高
持
五
九
軒
に
対
し
て
水

呑
が
二

O
軒
も
み
ら
れ
、
さ
ら
に
享
保
十
六
年
(

一
七
三
一
)
に
は
高
持
四

O
軒
に
対
し
て
水
呑
が

三
四
軒
に
増
加
し
て
お
り
、
早
く
も
寛
永
か
ら
元

禄
年
聞
に
か
け
て
本
百
姓
U

高
持
・
水
呑
日
無
高

の
農
民
層
分
解
が
著
し
く
な
っ
た
乙
と
を
示
し
て

い
る
。ま

た
不
老
村
で
も
寛
永
か
ら
宝
永
・
寛
保
に
か

け
で
、
高
持
は
一
二
石
以
上
の
層
と
一

O
右
前
後

の
層
と
四
石
以
下
の
層
と
に
明
確
に
分
化
し
、
し

か
も
高
持
の
数
は
次
第
に
減
少
す
る
傾
向
を
み
せ

る。
一
方
大
滝
村
で
は
十
七
世
紀
後
半
の
明
暦
か
ら

寛
文
年
聞
に
か
け
て
、
八
J
六
反
の
中
農
層
が
ぐ

ん
と
減
り
逆
に
二
反
以
下
の
零
細
農
が
増
え
、
寛

保
二
年
(
一
七
四
二
)
に
な
る
と
高
持
全
体
の
数

が
明
暦
三
年
(
一
六
五
七
)
に
比
べ
約
半
減
の
六

三
軒
と
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
三

O
軒
の
無
高
が

現
わ
れ
、
本
百
姓
・
水
呑
の
階
層
分
解
が
確
定
す

る
が
、
か
か
る
水
呑
の
大
半
は
地
元
の
製
紙
業
に

吸
収
さ
れ
て
お
り
、
高
持
で
も
小
農
経
営
は
副
業

と
し
て
製
紙
業
に
も
た
ず
さ
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
高
塚
村
(
坂
井
郡
)
の
場
合
は
、
表
国

の
通
り
享
保
五
年
(
一
七
二

O
)
と
約
一
世
紀
後
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屯
D

C
可

111
-'-1 

誕
粍
吋
モ
::8

冊目
[ll:Ul量):，1

0
ユ
ド

五
箇

村
の

岩
本

・
不

老
・

大
滝

三
ヵ

村
の

動
き

表
(1)

ヘ
¥

と
岩

本

年
代

慶
長

3
寛

永
9

元
禄

8
1

寛
延

3
寛

永
11

宝
永

5
!

寛
保

4
慶

長
3

I
明
暦

3
1
寛

文
?

寛
保

2

(1598) 
1
 (1632) 

1
 (16石95) 

i
 (1750) 

I! 
(1634) 

1
 (1708) 

1
 (1744) 

(1598) 
I
 (165

7
)
 
1(1669) 

I
 (1742) 

石
石

石
石

石
'

石
石

村
高

|
一

一
一

一
|

一
一

u
245.965

グ
グ

グ

11-... 
，1反5

1
5

1
1

2
1

6
1

以~石
2上0

0
4

0
 反

(
石

)
21

以
上

1
 I
 

1
 I
 

0
 1
 

2
 

品
9
"
"
"
'
1
0
2
1
 

0
 1
 

1
 1
 

1
 11

 
1
6
~
2
0
 
1
 

1
 I
 

0
 1
 

2
 
1
6
~
2
0
 

0
1

0
 

i
o

 

7'~f
!
-

~ I
 

~ 
I
 

~ 
I
 

~ 1I1~~~~ 
I
 
fl-

_
_
_
_
j
ろ

1
1
~
1
5
o
 
1
 

1
 1
 

1
 I
 

1
 

5
~
6
 
1
 

1
 1
 

9
 1
 

5
 1
 

6
 11 

9
~
1
0
 
I

 
4
 i

 
1
 I
 

3
 

9
~
1
 0

 I
 

0
 I
 

0
 I
 

0
 I

 
0
 

3，._，
4
 1

 
14 

I
 

13 
I

 
12 

1
 
8
7
~
8
4
0
1
2
 

7
~
8
 
1
 

4
 1
 

5
 1
 

0
 1
 

3
 

持
J

竺
L
I
_
_
_ill_1

10 I
 

31 
I
 

3
4
1
1
~竺
立
一
一
一
」
旦

2
 I
 

2
 

5
~
6
 
I

 
5
 I

 
5
 I
 

1
 I
 

4
 

3
~
4
 
I
 

7
 I
 

22 
I

 
6
 i
 

29 
。
~
2

I
 

9
 I
 

25 I
 

2
2
 

日~
2

I
 

57 I
 

76 I
 

98 I
 

24 

計
7
2
 

39 
50 

50 
計

45 
43 

3
9
 

74 
111 

106 
63 

石
石

90
石.9987 

(
外
l乙

無
高

30) 
組

田
/
 

8.032 
78.187 

年
代

元
禄
15

享
保
16

(
注
)

u. 岡
本
村
史
~

(
小
葉
国

淳
編

著
)

所
掲

の
表
12

C岩
本
村
の
動
き

A
)

(1702) 
(
1
7
5
1
)
i
 

(124
頁
)
、
表
↑

3
C
 

-7 
B
)
 
(124頁

)
、
表

14
C不

老
村
の
動
き
〕

~主司r
 

持
59

軒
40

軒
(125

頁
)
、
表

15
C大

滝
村
の
動
き
)

(126
頁
)
に
よ
り
作
製
し
た
。

姥借雑
地家}

水
呑

20 
3
4
 

計
79

軒
丸
事
rll
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(2) 

年代 享保 5年 (1720) 文政 2年 (1819二日
高 軒数 96 高 軒数

101石以上 o 1 0 11 101石以上 1 
高 51""10b右 3 1 10 11 51""100石 114

21~50石 5 1 17 I1 21""50石 4 1 17 
11""20石 72411""20石 5 1 211 
6る7~~ー2510石石石 一一一 6 21 6""10石石石 ? 58 持 7243~511 4 

1 4  11 1""23  1 12 
計 29軒 1005ぢ計 24軒 10096

程夏 7--1 11 1 / I! / I~------W--I~ 
総計 40軒 ~II 総計 34軒/

表越前国坂井郡高塚村

上

橋
本
左
内
の
農
民
観
に
つ
い
て

享保5年高塚村人馬御改帳(佐久高士編『越前国宗門人別御改帳』所収)
及び文政2年切支丹宗門御改帳(向上)Iとより作製した。

の
文
政
二
年
(
一
八
一
九
)
と
を
比
較
す
る
と
、

い
ず
れ
も
五

O
J六
石
の
中
小
農
層
の
比
重
が
極

め
て
厚
く
、
享
保
五
年
で
高
持
全
体
の
六
二
Mm
を

占
め
る
の
が
文
政
二
年
に
は
七
六
Mmと
か
え
ヮ
て

増
え
て
お
り
、
従
っ
て
富
農
と
貧
農
へ
の
分
化
度

が
弱
く
、
ま
た
雑
家
U

水
呑
の
軒
数
に
も
ほ
と
ん

ど
増
減
が
み
ら
れ
な
い
。

と
れ
は
同
村
が
金
津
の
近
辺
に
あ
っ
て
、
高
十

石
以
下
の
稲
作
だ
け
で
は
再
生
産
活
動
が
困
難
と

み
ら
れ
る
小
農
民
で
も
、
生
計
補
充
の
た
め
の
余

業
と
し
て
養
蚕
や
僅
か
な
が
ら
も
畑
作
で
の
商
品

作
物
に
よ
り
、
ど
う
に
か
自
作
農
と
し
て
の
経
営

が
維
持
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
享
和
五
年
(
一
七
二

O
)
に
は
総
軒
数

回
O
戸
の
う
ち
二
九
戸
(
男
五
四
人
、
女
六
二
人

)
が
高
持
で
あ
る
が
、
そ
の
二
戸
当
り
平
均
石
高

は
十
九
石
、
平
均
耕
作
面
積
は
七
反
七
畝
(
う
ち

畑
作
が
二
反
)
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
二
八

戸
が
桑
畑
(
一
戸
当
り
平
均
面
積
は
約
七
畝
)
を

保
有
し
、
そ
の
他
面
積
は
僅
か
だ
が
木
実
畑
保
有

が
十
三
戸
(
全
高
持
の
四
五
Mm)
、
漆
畑
が
四
戸

と
な
っ
て
い
る
。

(注)

⑬
 

一
方
安
沢
村
(
坂
井
郡
)
で
は
、
表
闘
の
〔
そ

の
1
〕
の
如
く
享
保
十
四
年
(
一
七
二
九
)
で
は

雑
家
H

無
高
の
戸
数
(
八
)
が
高
持
(
四

O
)
の

二
O
M
m
で
あ
っ
た
の
が
、
安
永
二
年
(
一
七
七
二

)
に
は
五
八
Mm
に
増
え
、
さ
ら
に
半
世
紀
後
の
文

政
七
年
(
一
八
二
四
)
に
な
る
と
、
遂
に
高
持
(

三
七
)
よ
り
二
戸
ほ
ど
上
回
り
、
明
治
二
年
(
一

八
六
九
)
で
は
約
一
・
四
倍
に
も
増
え
る
乙
と
に

な
る
。そ

乙
で
高
持
の
内
容
を
み
る
と
、
表
同
の
〔
そ

の
2
〕
が
示
す
通
り
、
明
治
二
年
で
は
全
戸
数
の

四
O
M
mと
安
永
二
年
に
お
け
る
六
三
労
に
比
べ
か

な
り
下
回
っ
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
高
一
二
石
以
上

の
戸
数
が
か
な
り
増
え
、
一

O
石
J
三
石
ど
こ
ろ

の
層
が
目
立
っ
て
減
少
し
て
い
る
乙
と
は
、
無
高

層
が
約
二
倍
と
い
う
大
巾
増
加
と
相
ま
っ
て
、
貧

富
の
懸
隔
が
一
段
と
激
し
く
な
り
貧
窮
分
解
の
顕

著
な
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

さ
ら
に
か
か
る
農
民
層
分
解
の
過
程
が
幕
末
に

お
い
て
明
瞭
に
現
わ
れ
た
事
例
と
し
て
、
柄
村
(

坂
井
郡
)
〔
高
二
五
八
石
二
斗
三
升
七
合
〕
が
あ

げ
ら
れ
る
。
そ
ζ

で
は
表
凶
の
〔
そ
の
l
〕
が
示

す
よ
う
に
、
嘉
永
田
年
(
一
八
五
一
)
に
高
持
と

雑
家
が
各
十
戸
で
同
数
で
あ
っ
た
の
が
、
'
慶
応
年

聞
に
は
雑
家
の
方
が
ぐ
ん
と
増
え
慶
応
四
年
(
一

八
六
八
)
に
は
高
持
(
八
戸
)
の
丁
度
二
倍
の
十

六
戸
を
数
え
る
に
到
る
。

し
か
も
表
凶
の
〔
そ
の

2
〕
の
如
く
、
高
持
の
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(3) 表村沢安郡井σ 坂

上

橋
朱
左
内
の
農
民
観
一
に
つ
い
て

〔その1)

ぬ|年代| 高 ! 家 数 l人 数|関係史料
局持|雑家|計 男|女|計

工享τ;保見1Li町隼田石6キ9野 40-J11-竺J竺l__!竺22 237 酉8見、高色御附人改家帳諸

元C文17527年")1 // I 43.1 121 55 1 1141 113 I 227 己正月、人改別帳家数御

守1永7722年fI // I 43 I 25 I 68 I 129 I 124 253 己 年、改宗帳門人別御

4 文c1政E74年)'1 // 目J 目U 別76I 160国 ll t前n 回d 宗改門緩下御

明(治1862?年)568石.5斗.7升:1 34 I 49 1 83 1 1:70 1 1お あ61| 己 3 月、切御支改丹隠ー空間~

〔その 2J

年代 安永 2年 (1773) 明治 2年引869)

高 車干数 5杉 高 % 

5211~石5以0上
2軒 3% 51石以上 1軒 1% 

高 2 21~50 4 5 
11~20 7 10 11~20 7 8 
6~10 

115 3 
19 6~10 7 8 

持
3~5 19 3~5 8 10 
1~2 7 10 1~2 7 8 
~計 43 63 計 34 40 

呑7Jく / 25 / 49 60 

総 計 100~ぢ 総 計 83軒 100% 

安沢村宗門人別御改|陵(安永2年) (矢尾要所蔵〕、岡村切支丹宗門
御改帳(明治2年) ( // Jにより作製した。

四
戸
ハ

a
i
d
)
の
高
に
つ
い
て
は
、
慶
応
年
聞

に
入
る
と
嘉
永
五
年
に
比
べ
そ
れ
ぞ
れ
大
巾
に
増

え
る
な
ど
1
1
1
高
持

(
e
t
g
)
の
三
戸
は
ほ
ぼ

現
状
維
持
で
進
む
が
|
|
一
部
中
農
層
の
上
昇
と

相
ま
っ
て
農
民
層
分
佑
の
過
程
が
如
実
に
う
か
が

わ
れ
る
1

(注)

@
 

さ
ら
に
黒
白
村
(
坂
井
郡
)
の
場
合
は
、
文
政

四
年
(
一
八
二
一
)
よ
り
明
治
二
年
(
一
八
六
九

)
に
至
る
ま
で
毎
年
の
『
人
家
増
減
御
改
帳
』
が

完
全
に
残
存
し
て
い
る
た
め
、
百
姓
H

高
持
・
雑

家
1
水
呑
の
戸
数
お
よ
び
奉
公
人
の
出
入
に
つ
い

て
の
動
態
が
年
一
明
に
経
過
的
に
把
握
で
き
て
興
味

深
い
も
の
が
あ
る
。
表
聞
は
そ
れ
ら
の
う
ち
か
ら

抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
政
四
年
よ
り
天
保

十
四
年
ま
で
は
百
姓
U
高
持
の
戸
数
が
雑
家
よ
り

上
回
っ
て
い
た
の
が
、
翌
天
保
十
五
年
で
両
者
同

数
と
な
り
、
さ
ら
に
翌
弘
化
二
年
(
一
八
四
五
)

に
な
る
と
逆
に
雑
家
の
方
が
高
持
よ
り
上
回
り
、

そ
の
後
十
は
ず
っ
と
乙
の
動
向
を
持
続
す
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
も
奉
公
人
に
つ
い
て
も
、
他
村
よ
り

入
っ
て
く
る
も
の
よ
り
も
村
外
に
出
て
い
く
も
の

の
数
が
、
幕
末
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
増
加
す
る
と

い
う
傾
向
を
み
せ
、
乙
れ
ま
た
貧
窮
分
解
の
鮮
明

な
実
相
を
示
す
わ
け
で
あ
る
。

な
お
参
考
ま
で
に
天
保
二
年
(
一
、
八
一
一
二
)
よ
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(4) 表村桁1君[1井坂

〔その1)

家 数
年 代

高持 雑家 計
人数 関 係 史 料

嘉永 4年 (1851) 10 10 20 96 仇j 同村大宗旨御改帳

嘉永 5年 (1852) 7 13 I ヌ0 97 (同 同村戸籍御改帳下書

慶応元年 (1865) 7 11 18 110 (0) 同村指出しl陵

慶応 4年 (悩8) 8 つJゴ41114 (同同 上

上

橋
本
左
内
の
農
民
観
に
つ
い
て

〔その 2)

人 名 嘉 永 5 年 慶応元年 慶応 4 年

bac 一一萎又弥 兵兵 市衛衛

35石 50石 50石
30 50 50 

高
30 40 40 

冨hdef ノ弥弥甚弥Lt二布Z去F 右7卜-正二エヱ一二j郎街夫門円二二

20 40 40 
16 16 13 
15 15 15 

持 15 ↑5 15 
/ / 12.237 

計 7軒- ( 487人軒) 
8軒

(39人)

雑家 (略) 13軒 ( る721 軒人) (1765軒人J

総 計 20軒 ( 1 21 44人軒) 

〔その 2)は史料倒 (0)(同 lとより作製した。

〔その1)の仏j大宗旨御改帳(嘉永4年〕では高持の石高が記載され

ていないので〔その 2)ではその分を省いた。

史料 ω(同ね)(同はいずれも〔志田弥所蔵〕

2. 
ぐ注)

3. 

り
明
治
二
年
ま
で
の
間
で
、
逃
亡
や
行
方
不
明
な

ど
の
た
め
人
別
帳
よ
り
除
外
さ
れ
た
欠
落
者
、
帳

外
者
乃
至
絶
家
の
実
情
ー
ー
も
ち
ろ
ん
死
亡
、
他

村
へ
の
縁
付
や
奉
公
人
と
な
っ
て
村
外
へ
出
た
も

の
な
ど
は
の
ぞ
く
が
ー
ー
を
み
る
と
、
天
保
五
年

(
一
八
三
四
)
で
欠
落
者
一
人
、
天
保
八
年
(
一

八
三
七
)
欠
落
者
三
人
(
男
二
人
、
女
一
人
)
天

保
九
年
(
一
八
三
八
)
欠
落
者
四
人
(
男
三
人
、

女
一
人
)
絶
家
七
軒
(
雑
家
ば
か
り
)
天
保
十
一

年
(
一
八
四

O
)
絶
家
一
軒
(
雑
家
)
、
弘
化
三

年
(
一
八
四
六
)
欠
落
者
一
人
(
男
)
安
政
二
年

(
一
八
五
五
)
絶
家
一
軒
、
安
政
七
年
(
一
八
六

O
)
欠
落
者
一
人
(
男
)
帳
外
者
一
人
(
男
)
絶

家
一
軒
、
万
延
二
年
(
一
八
六
一
)
欠
落
者
一
人
(

男
)
帳
外
者
二
人
(
男
)
絶
家
一
軒
、
明
治
二
年

(
一
八
六
九
)
欠
落
者
男
一
人
(
水
呑
)
帳
外
者

男
一
人
(
水
呑
)
絶
家
一
軒
(
水
呑
)
で
、
と
れ

ら
を
合
計
す
る
と
欠
落
者
が
十
二
人
、
帳
外
者
四

人
、
絶
家
十
二
軒
と
な
っ
て
お
り
、
封
建
権
力
側

か
ら
み
て
も
甚
だ
芳
し
か
ら
ざ
る
脱
落
農
民
の
現

象
を
と
も
な
う
農
村
衰
微
の
窮
状
が
察
知
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
越
前
地
方
で
は
一
般
に
幕
末
に
至
つ

で
も
本
格
的
な
寄
生
地
主
制
の
展
開
に
み
ら
れ

ず
、
割
と
石
高
の
大
き
な
本
百
姓
は
年
季
奉
公
人
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他所へ奉

(5) 表

数

村目黒

数

郡井

家

坂

上

橋
本
左
内
の
農
民
観
に
つ
い
て

人
一主

人家増減御改帳〔黒目村箪笥所蔵J!とより作製した。

の
下
男
や
下
女
を
使
っ
て
地
主
手
作
を
営
む
も
の

が
極
め
て
多
い
が
、
乙
れ
ら
奉
公
人
は
水
呑
や
小

高
持
の
貧
農
か
ら
放
出
さ
れ
る
わ
け
で
、
一
例

を
前
述
の
高
塚
村
に
お
い
て
最
も
大
高
持
の
八
左

エ
門
家
に
つ
い
て
み
る
と
、
表
似
の
通
り
で
あ

る。
つ
ま
り
寛
政
十
年
(
一
七
九
八
)
〔
同
年
の
高

は
一
五
一
石
余
〕
に
は
、
下
男
五
人
下
女
二
人
計

七
人
の
奉
公
人
(
う
ち
同
村
出
身
は
下
男
二
人
下

女
二
人
計
四
人
)
を
抱
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は

水
呑
ま
た
は
高
五
右
以
下
の
貧
農
の
白
身
で
、
ま

た
文
化
九
年
(
一
八
一
二
)
〔
同
年
の
高
は
・
二
ハ

九
石
余
〕
に
は
下
男
五
人
下
女
四
人
計
九
人
(
う

ち
同
村
出
身
は
下
男
五
人
下
女
二
人
計
七
人
)
を

数
え
す
べ
て
水
呑
の
出
身
で
あ
で
り
、
さ
ら
に
文

政
二
年
(
一
八
一
九
)
〔
同
年
の
高
は
一
八
二
石

余
〕
で
は
下
男
三
人
下
女
三
人
計
六
人
(
う
ち
同

村
出
身
は
下
男
三
人
下
女
二
人
計
五
人
)
で
、
む

し
ろ
例
外
的
な
高
十
石
を
の
ぞ
い
て
は
水
呑
な
ど

の
貧
農
か
ら
放
出
さ
れ
て
い
る
。

乙
の
事
例
で
も
明
ら
か
な
如
く
、
概
し
て
高
五

石
程
度
か
ら
以
下
の
貧
農
や
無
高
の
水
呑
層
と
し

て
は
、
家
族
の
一
部
を
奉
公
人
と
し
て
出
し
た

@
 

り
、
小
作
人
や
日
一
層
と
な
り
、
さ
ら
に
は
農
業
以

外
の
労
働
に
も
従
事
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
乙
れ
ら
貧

〔注〕

農
こ
そ
農
民
層
分
解
の
進
展
に
よ
り
ま
す
ま
す
窮

乏
化
す
る
乙
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

回

以
上
の
通
り
越
前
藩
に
お
け
る
農
民
層
分
解
の

実
相
を
具
体
的
に
指
摘
し
た
が
、
ま
ず
五
箇
村
の

よ
う
な
製
紙
業
の
展
開
に
よ
る
先
進
的
な
商
品
生

産
地
区
で
は
、
農
民
層
分
解
が
順
調
に
進
む
の
に

対
し
て
、
高
塚
村
の
よ
う
に
中
小
農
民
に
よ
る
生

計
補
充
の
た
め
の
余
業
(
養
蚕
、
畑
作
の
商
品
作

物
栽
培
な
ど
)
可
能
地
区
で
は
、
中
農
層
の
比
重

が
割
と
厚
く
そ
の
階
層
分
化
が
容
易
に
進
ち
よ
く

し
な
い
こ
と
が
判
る
。

と
こ
ろ
が
柄
村
や
安
沢
村
、
黒
田
村
な
ど
の
よ

す
ベ

う
に
商
業
的
農
業
が
未
発
達
で
余
業
に
た
よ
る
術

も
な
い
地
区
で
は
、
広
汎
に
わ
た
る
小
農
民
の
窮

之
化
、
没
落
化
が
顕
著
に
み
ら
れ
、
貧
窮
分
解
の

様
相
を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
か
か
る
農
民
層
分
解
の
様
態
を
強

い
て
類
型
別
に
分
け
て
考
え
る
と
、
商
品
生
産
に

恵
ま
れ
た
「
五
箇
型
」
、
中
農
層
の
比
重
が
厚
く
分

解
不
徹
底
の
「
高
塚
型
」
、
そ
れ
に
漸
進
的
な
貧
窮

分
解
に
追
い
や
ら
れ
る
「
柄
・
黒
目
型
」
の
よ
う

な
三
つ
位
の
類
型
に
大
別
さ
れ
る
わ
け
で
、
越
前

藩
領
の
農
村
に
つ
い
て
は
概
ね
こ
れ
ら
の
い
ず
れ

か
に
属
す
る
も
の
と
み
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
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(6) 

一一一l一一一-;6-平一斉 l 石斗すt---j←ーー一-;5ーコ1- 71一寸
高 151. 6.3 169. 8.1 182. 2. 1 

ト一一一一 -------------1
男10人、女5人計15人の|男8人、女7人計15人の|男6人、女5人計11人の

構成lうち下男 5人、下女2人 iうち下男 5人、下女4人 [うち下男5人、下女5人

計7人は奉公人 |計?人は奉公人 |計る人は奉公人
ト一一一一一 一一一一一一一一|

奉公人|上記奉公人のうち下男 21上記奉公人のうち下男 51上記奉公人のうち下男3

の l人、下女2人計4人は当|人、下女2人計7人は当|人、下女2人計5人は当

出身別|村出身 |村出身 |村出身

表坂井郡高塚村、八左エ門抱置の一季奉公人調

文政2年 (1819)文化?年 (1812)寛政↑O年(↑798)年代

年令
土

橋
本
左
内
の
農
民
観
に
つ
い
て

下男y (水呑の父)下男y (水呑の枠〕下男B (高5石の'浄)

下男K(水呑の枠)下男G(水呑の枠)

下男 J(7]<呑の枠)

下男R(高↑石の伴)
奉

公 下男N(高2石の枠)下女K C水呑の娘)

下女T(高10石の妹)下男y (7]<呑の伴)下女L (高2石の娘)
人

の

内

訳

(
当
村
出
身
の
み

下女K (水呑の姉)下男N (J]て呑の枠)

下女K(水呑の姉)

〔注J1. 

2. 

下女T (水呑の娘)

宗門人別御改帳(寛政10年) C佐藤八左エ門所蔵〕、宗門人別御改帳

(文化?年) C ク 〕切支丹宗門御改帳(文政2年) C ク J Iと

より作製した。

「奉公人の内訳」欄の高については石以下を切捨てた。なお他領から

入った下男、下女については石高や水呑の言己戟がないため省略した。

、.../

し
か
も
全
国
的
な
視
角
か
ら
越
前
地
方
を
概
観

し
た
場
合
は
、
前
述
の
よ
う
に
畿
内
、
東
海
、
瀬

戸
内
沿
岸
等
の
先
進
的
な
農
村
地
帯
と
は
異
り
、

む
し
ろ
生
産
力
の
相
対
的
低
位
と
概
し
て
商
品
生

産
の
未
成
熟
の
故
に
、
農
民
層
分
解
も
貧
窮
分
解

の
傾
向
が
総
じ
て
強
い
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な

@
 

い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
か
か
る
農
民
層
分
解
が
も
た
ら
し
た

貧
富
の
懸
隔
の
実
柏
に
対
し
て
、
左
内
が
「
只
其

身
の
勤
倹
と
修
惰
と
に
よ
り
て
、
或
は
富
み
或
は

貧
な
る
の
み
に
て
」
(
前
掲
書
『
全
集
』
三
五
二

頁
)
と
判
断
す
る
が
如
き
は
、
同
藩
に
お
け
る
農

村
の
現
実
の
実
情
に
即
し
、
か
づ
農
民
層
分
解
の

歴
史
的
な
認
識
を
ふ
ま
え
て
の
把
握
の
仕
方
と
は

見
倣
す
乙
と
が
で
き
ず
、
あ
く
ま
で
も
封
建
権
力

側
の
立
場
か
ら
、
窮
之
化
の
責
任
を
ひ
と
り
自
営

小
農
民
に
帰
せ
し
め
よ
う
と
す
る
い
わ
ば
一
面
的

で
し
か
も
独
善
的
な
思
考
態
度
と
云
わ
ざ
る
を
得

L

、。
ふ
人
、
，
Uも

ち
ろ
ん
左
内
と
し
て
も
、
貧
窮
分
解
に
よ
る

自
営
小
農
民
の
破
綻
、
没
落
は
、
動
揺
を
か
乙
つ

藩
政
建
て
直
し
の
た
め
に
も
決
し
て
放
置
で
き
ぬ

問
題
と
し
て
、
何
ら
か
の
抜
本
的
な
対
応
策
を
施

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
苦
慮
し
た
乙
と
は
改
め
て
注
目

す
る
必
要
が
あ
る
。
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左
内
は
農
村
に
お
け
る
本
百
姓
経
営
の
解
体
、
自

営
小
農
民
の
無
高
化
l
水
呑
化
に
対
処
し
て
、
「

均
田
」
の
仕
法
を
採
用
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
の

で
あ
る
。

即
ち
井
田
の
正
法
は
容
易
な
事
で
は
な
い
か

ら
、
「
不
陸
不
同
の
地
を
均
ふ
す
る
」
た
め
に
、

ご
ヶ
年
に
一
郡
下
に
て
十
ヶ
村
二
十
ヶ
村
つ
h

に

で
も
畦
直
し
為
ν
願
、
不
陸
の
田
畑
を
平
均
し
、

水
帳
を
厳
重
に
し
、
一
村
限
り
田
畑
の
売
買
を
免

る
し
、
郡
所
の
裏
印
を
申
付
度
事
」
と
し
、
も
っ

と
も
村
落
に
よ
り
長
短
反
別
直
段
の
高
下
、
委
曲

の
事
情
が
あ
る
た
め
、
三
年
で
成
る
こ
と
あ
り
、

ま
た
は
五
年
十
年
で
成
る
乙
と
も
あ
る
か
ら
、
「

人
別
の
多
寡
を
論
せ
す
、
田
畑
の
不
陸
を
等
し
ふ

す
る
事
を
専
ご
(
安
政
四
年
閏
五
月
「
農
政
に

関
す
る
意
見
の
写
」
『
全
集
』
三
五
二
頁
)
と
し

て
、
次
に
倹
勤
勧
農
に
努
む
べ
き
だ
と
論
じ
て
い

マゐ。
乙
れ
は
明
ら
か
に
封
建
権
力
の
経
済
的
基
盤
と

な
る
べ
き
自
営
農
民
H

本
百
姓
の
確
保
を
第
一
の

眼
目
と
す
る
以
上
、
如
何
に
も
当
時
の
貢
租
収
奪

体
制
の
動
揺
に
と
も
な
う
封
建
的
危
機
に
対
処
す

る
打
開
策
の
一
っ
と
見
倣
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
が
か
か
る
趣
旨
と
同
じ
く
す
る
も
の

は
、
佐
賀
藩
の
均
田
制
度
|
|
嘉
永
五
年
(
一
八

ア

五
二
)
及
び
文
久
元
年
(
一
八
六
一
)
に
藩
が
地

主
の
土
地
を
一
旦
没
収
し
、
一
定
歩
合
で
旧
地

主
、
小
作
人
に
分
給
せ
ん
と
し
た
も
の
だ
が
I

ー

に
も
み
ら
れ
る
が
、
結
局
藩
権
力
と
結
ぶ
大
地
主

H

大
商
人
層
の
反
対
に
あ
い
極
め
て
不
徹
底
な
も

の
に
終
っ
て
い
る
。

ま
た
宇
和
島
藩
の
く
じ
持
制
度
に
お
い
て
も
藩

権
力
に
よ
り
大
地
主
の
土
地
を
平
均
化
せ
ん
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
遂
に
寛
文
年
聞
を
境
と
し

⑮
 

て
急
速
に
退
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
幕
末
の
長
州
藩
に
お
い
て
村
田
清
風
の

作
と
み
ら
れ
る
「
某
氏
意
見
書
」
の
な
か
で
、
文

化
の
頃
の
農
村
が
富
農
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
大

体
千
戸
に
百
戸
ば
か
り
で
、
中
農
層
二
・
三
百

戸
、
他
の
圧
倒
的
多
数
は
極
貧
農
と
い
う
危
倶
す

べ
き
農
村
の
実
情
を
指
摘
し
、
乙
の
さ
い
富
民
の

土
地
を
取
り
上
げ
て
全
農
民
に
平
均
に
配
分
す
る

乙
と
が
肝
心
だ
と
主
張
し
て
お
り
、
清
風
は
天
保

期
の
藩
政
改
革
に
於
て
、
か
か
る
農
村
対
策
の
具

体
化
を
進
め
た
が
、
農
村
に
食
い
込
ん
で
い
る
商

業
資
本
の
力
は
余
り
に
大
き
く
、
ま
た
豪
農
層
の

勢
力
は
単
な
る
強
力
を
以
て
は
抑
え
切
れ
ず
、
諸

宰
判
か
ら
猛
烈
な
反
対
を
受
け
て
し
り
ぞ
け
ら
れ

⑮
 

た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
左
内
の
「
均
団
法
」
は
施
策
と
し
て

は
具
体
化
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
他
藩
に
お
け
る
類

似
の
事
例
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
到
底
実
現
不
可
能

な
議
論
で
あ
り
、
事
実
農
民
層
分
解
の
大
い
に
進

ん
だ
幕
末
に
お
い
て
、
幕
藩
体
制
成
立
当
初
の
本

百
姓
を
支
柱
と
す
る
農
村
秩
序
に
復
帰
さ
せ
よ
う

と
す
る
こ
と
自
体
が
、
現
実
の
実
態
を
把
握
せ
ぬ

甚
し
く
合
理
性
を
欠
い
た
思
考
態
度
で
あ
り
、
社

会
経
済
の
発
展
に
対
応
す
る
歴
史
法
則
を
無
視
し

た
論
策
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
藩
政
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て

領
内
の
農
民
的
商
品
生
産
地
区
に
お
い
て
、
と
く

に
成
長
し
て
き
た
蚊
帳
地
・
麻
・
生
糸
・
絹
織
物

な
ど
の
生
産
に
つ
き
、
一
部
問
屋
制
家
内
工
業
な

い
し
マ
ニ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
へ
の
た
く
ま
し
い
発

展
ま
で
み
ら
れ
る
社
会
経
済
上
の
構
造
的
変
化
に

対
し
て
、
左
内
は
決
し
て
乙
れ
を
看
過
し
て
い
た

わ
け
で
な
く
、
有
望
な
手
工
業
生
産
は
で
き
る
だ

け
旺
ん
な
ら
し
め
、
領
外
輪
山
山
や
外
国
貿
易
に
よ

り
正
金
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
い
わ
ゆ
る
重
商
主
義

政
策
に
も
真
剣
に
取
組
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

左
内
は
、
と
く
に
衣
料
・
漆
器
・
紙
な
ど
は
落

権
力
に
ま
る
国
産
奨
励
の
対
象
で
も
あ
り
)
「
此

後
は
右
等
の
類
製
造
員
数
、
年
々
増
加
仕
候
御
儀

と
奉
ν
存
候
」
(
安
政
四
年
五
月
頃
「
制
産
に
関
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す
る
建
議
手
書
」
『
全
集
』
三
五

O
頁
)
と
す
る

明
る
い
見
通
し
の
下
に
、
「
製
産
物
御
端
立
の
内

、
他
物
は
如
何
と
も
、
先
漆
器
と
紙
は
大
の
見
込

有
ν
之
候
・
:
:
:
:
」
(
安
政
六
年
二
月
二
十
日
「

村
田
氏
寿
あ
て
左
内
書
翰
」
「
全
集
』
下
巻
一
一

五
七
頁
)
故
、
な
る
べ
く
商
業
資
本
の
介
入
を
排

除
す
る
た
め
に
も
「
何
物
公
平
の
法
に
て
窮
民
の

た
す
か
り
候
様
子
段
相
立
、
官
へ
全
権
御
握
被
レ

成
候
事
専
一
か
と
奉
レ
存
候
」
(
前
掲
『
全
集
』

下
巻
一
一
五
七
頁
)
と
訴
え
て
い
る
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
い
わ
ゆ
る
商
権
回
収
論
|
|

左
内
に
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
感
化
を
与
え
た
横
井

小
楠
も
「
国
是
三
論
』
の
う
ち
の
「
富
国
論
」
の

な
か
で
、
生
産
資
金
通
論
と
な
ら
ぷ
融
重
要
論
策

⑧
 

と
し
て
い
る
が
|
|
止
基
づ
く
藩
専
売
制
の
仕
法

八
天
保
期
ま
で
の
農
民
的
商
品
生
産
の
全
面
的
収

奪
を
め
ざ
す
専
売
制
に
比
べ
る
と
相
当
改
良
主
義

的
な
手
直
し
が
施
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
が

V
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
、
要
は
越
前
藩

の
安
政
期
に
お
け
る
藩
政
改
革
の
一
環
と
し
て
の

国
産
奨
励
に
対
す
る
左
内
の
率
直
な
論
策
と
考
え

ら
れ
る
だ
け
に
甚
だ
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

五

農
民
階
層
の
分
化
に
よ
る
自
営
小
農
民
の
貧
窮

上

橋
本
左
内
の
農
民
観
に
つ
い
て

化
、
無
一
口
同
H

水
呑
化
、
さ
ら
に
は
脱
農
民
佑
の
主

な
原
因
に
つ
き
、
左
内
は
農
民
の
勤
倹
と
修
惰
と

に
よ
り
貧
富
の
懸
隔
が
生
ず
る
も
の
と
し
、
そ
の

責
任
の
所
在
は
あ
く
ま
で
農
民
自
体
に
求
む
べ
き

だ
と
す
る
見
解
を
披
躍
し
た
も
の
と
云
え
る
が
、

社
会
経
済
面
の
歴
史
的
展
開
か

3

り
す
れ
ば
、
貢
租

負
担
の
苛
重
と
商
品
・
貨
弊
経
済
の
農
村
侵
蝕
が

最
も
大
き
な
原
因
と
も
な
る
わ
け
で
、
一
方
に
お

け
る
土
地
兼
併
、
富
農
や
大
地
主
の
発
展
、
他
方

に
お
け
る
土
地
喪
失
、
自
営
小
農
民
の
貧
窮
・
零

細
化
、
無
一
両
日
水
呑
化
、
奉
公
人
化
の
進
展
が
も

た
ら
さ
れ
る
と
と
に
な
り
、
小
農
民
の
貧
窮
化
に

つ
い
て
は
、
如
何
に
か
れ
ら
の
勤
倹
に
期
待
し
て

も
到
底
如
何
と
も
し
難
い
の
が
実
情
だ
と
云
え
よ

v
円
ノ

Oそ
の
点
農
村
に
お
け
る
貧
富
の
懸
隔
に
つ
き
、

『
勧
農
策
』
の
如
き
は
、
「
在
方
一
統
困
窮
仕
候

内
に
、
聞
に
は
豪
富
の
者
も
相
見
へ
候
。
是
は
如

何
に
し
て
富
有
に
相
成
候
ぞ
と
申
に
、
耕

b
p

て
身
上
仕
出
し
候
に
て
は
無
二
御
座
ゆ
」
と
、
と

く
に
貨
弊
経
済
の
農
村
侵
蝕
広
と
も
な
う
土
地
金

融
に
結
び
つ
く
土
地
兼
併
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
十
九
世
紀
初
頭
の
著
作
と
さ
れ
る
「
世
事

見
聞
録
』
で
は
、
「
小
前
百
姓
は
其
身
上
元
来
子

ら
っ

薄
に
て
少
の
猶
予
も
知
ら
ず
、
放
呼
弁
へ
ず
産
の

億
な
る
木
前
に
し
て
全
く
民
の
本
業
に
の
み
こ
り

か
た
ま
り
、
粉
骨
砕
身
に
し
て
」
、
し
か
も
没
落

せ
ざ
る
を
得
な
い
と
と
を
述
べ
、
こ
れ
が
と
く
に

凶
作
に
見
舞
わ
れ
た
場
合
に
は
一
段
と
深
刻
化
す

る
わ
け
で
、
熊
沢
蕃
山
も
「
凶
年
に
て
百
姓
の
迷

惑
す
る
時
に
は
、
よ
き
田
地
・
山
林
・
屋
敷
等
を

下
直
に
買
得
し
な
ど
し
て
富
人
は
い
よ
い
よ
身
代

@
 

宜
し
く
な
る
も
の
な
り
」
と
論
じ
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
の
主
張
は
左
内
の
所
論
に
比
べ
る
と
、
は
る

か
に
農
村
の
現
実
の
実
相
を
見
究
め
た
も
の
で
あ

り
、
か
つ
ま
た
封
建
経
済
崩
壊
過
程
の
歴
史
法
則

に
対
応
し
た
見
方
で
も
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
は
前

述
し
た
越
前
藩
領
内
に
お
け
る
農
民
層
分
解
の
具

体
事
例
に
照
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

云
う
ま
で
も
な
く
幕
藩
権
力
は
、
田
畑
の
兼

併
、
土
地
の
零
細
化
、
さ
ら
に
は
封
建
的
貢
租
関

係
の
崩
壊
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
そ
の
当
初
よ
り

@
 

或
は
永
代
売
買
を
禁
じ
、
或
は
分
地
の
制
限
を
設

け
、
又
は
質
入
に
制
限
を
加
え
る
な
ど
試
み
た

が
、
乙
れ
ら
は
決
し
て
十
分
な
効
果
を
発
揮
し
得

な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
封
建
的
貢
租
関
係
自

体
が
か
え
っ
て
土
地
金
融
を
必
要
な
ら
し
め
、
封

建
権
力
者
自
ら
質
流
、
年
季
売
を
許
す
結
果
と
な

り
事
実
上
の
永
代
売
買
が
ど
し
ど
し
行
な
わ
れ
、
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自
営
農
民
U

本
百
姓
の
確
保
・
創
出
を
封
建
権
力

の
基
盤
と
し
た
幕
落
体
制
に
と
り
、
ま
さ
に
領
主

的
危
機
が
招
来
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
幕

府
を
は
じ
め
諸
藩
に
お
い
て
も
そ
の
対
策
に
苦
慮

し
た
の
は
至
極
当
然
で
あ
ろ
う
。

左
内
が
「
均
田
」
の
仕
法
を
取
上
げ
た
の
も
、

前
述
の
通
り
本
百
姓
の
復
活
、
確
保
に
よ
る
農
村

の
封
建
的
秩
序
の
再
建
、
貢
租
収
奪
体
制
の
強
化

を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
論
策
が
決
し

て
効
を
奏
し
得
な
い
こ
と
は
、
さ
き
に
指
摘
し
た

佐
賀
藩
や
長
州
藩
に
お
け
る
類
似
の
事
例
に
よ
っ

て
も
明
白
で
あ
る
。

ま
た
左
内
が
「
耕
作
之
儀
は
惰
と
勤
と
に
有
て

生
穀
増
減
あ
る
こ
と
移
し
。
均
田
・
勤
倹
・
勧
農

の
政
行
は
れ
、
惰
農
の
悪
弊
を
革
め
候
宿
方
無
ν

之
て
は
、
誓
善
政
被
一
一
仰
山
山
一
候
て
も
益
な
き
事

に
奉
レ
存
候
」
(
前
掲
「
農
政
に
関
す
る
意
見
の

写
」
「
全
集
」
三
五
一
頁
)
と
唱
え
る
の
も
、
農

民
層
分
解
に
よ
る
貧
富
の
懸
隔
の
本
質
を
見
究
め

た
議
論
と
は
一
云
え
ず
、
農
村
の
疲
弊
、
中
小
農
民

の
窮
之
化
に
対
し
て
、
均
回
、
勤
倹
、
勧
農
に
よ

り
救
済
せ
ん
と
す
る
方
策
は
、
あ
く
ま
で
封
建
領

主
の
立
場
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
権
力
者
側
と

し
て
の
基
本
的
態
度
を
い
さ
さ
か
も
崩
す
も
の
で

な
い
乙
と
は
勿
論
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
し
た
し
た
の
も
の
は
、
乙
ま
り
も

う
す
べ
く
、
ま
こ
と
に
か
わ
い
さ
う
な
る
こ
と
に

御
座
候
。
乙
れ
も
し
ょ
こ
く
の
つ
り
あ
い
に
御
ざ

候
ゆ
で
い
た
し
か
た
も
な
く
候
」
(
安
政
五
年

十
二
月
二
十
八
日
「
母
堂
あ
て
左
内
書
翰
」
「
全
集

」
下
巻
一
一
九

O
頁
)
と
貧
窮
化
し
た
民
衆
H

小

農
民
層
に
対
す
る
一
応
の
同
情
は
示
し
つ
つ
も
、

全
国
的
な
趨
勢
で
や
む
を
得
な
い
と
す
る
極
め
て

諦
観
的
な
心
情
を
披
涯
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
も

は
や
為
政
者
と
し
て
窮
之
化
し
た
農
民
を
救
済
す

る
抜
本
的
な
農
村
対
策
の
全
く
期
待
し
難
い
こ
と

を
端
的
に
認
め
た
に
外
な
ら
な
い
。

そ
の
こ
と
は
同
時
に
左
内
の
思
考
態
度
が
、
「

仁
義
之
道
・
忠
孝
之
教
は
吾
よ
り
聞
き
、
器
技
之

工
・
芸
術
之
精
は
、
彼
よ
り
取
り
候
様
」
(
安
政

四
年
十
月
二
十
一
日
「
村
田
氏
寿
あ
て
左
内
書
翰

」
「
全
集
』
四
七
二
頁
)
取
計
創
べ
き
こ
と
を
基

本
的
理
念
と
す
る
彼
の
洋
学
観
の
場
合
と
同
じ

く
、
儒
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
え
ら
れ
た
為
政

者
U

封
建
権
力
者
本
位
の
農
民
観
と
し
て
把
握
せ

ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
明
確
な
封
建
的
限
界
は
率
直

に
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

注

① 

拙
稿
「
橋
本
左
内
の
外
交
観
に
つ
い
て
の
一
考

② 

察
」
(
『
若
越
郷
土
研
究
』
十
一
の
五
、
昭
四
一

・
九
「
福
井
県
郷
土
誌
懇
談
会
編
」
所
収
)
に
お

い
て
、
積
極
的
な
外
国
貿
易
促
進
が
富
国
強
兵
の

一
大
要
件
だ
と
す
る
左
内
の
論
策
に
つ
い
て
も
考

察
し
た
。

拙
稿
「
藩
政
動
揺
期
の
諸
問
題
|
|
越
前
藩
の
財

政
難
を
中
心
に
|
|
」
(
『
前
掲
書
』
十
二
の

六
、
昭
四
ニ
・
十
一
一
)
に
お
い
て
、
越
前
藩
の
弘

化
四
年
(
一
八
四
七
)
に
お
け
る
借
金
総
額
が
八

十
七
万
三
千
五
百
七
十
一
両
余
と
文
政
七
年
(
一

八一

O
)
に
比
べ
約
六
・
三
倍
に
ふ
く
れ
上
り
、

年
間
収
入
の
約
二
十
年
分
に
相
当
す
る
巨
額
の
借

財
を
背
負
い
込
む
に
至
っ
た
事
情
(
村
田
氏
寿
編

『
会
計
之
部
』
松
平
文
庫
、
福
井
県
立
図
書
館
蔵
)

に
つ
い
て
調
べ
、
か
か
る
財
政
的
危
機
日
領
主
的

危
機
に
対
す
る
藩
権
力
に
よ
る
具
体
的
な
対
応
策

に
つ
き
、
種
々
の
観
点
か
ら
経
過
的
に
検
討
し

た。「
農
民
層
分
解
」
は
、
封
建
社
会
下
の
農
奴
(
封

建
的
小
農
民
)
の
小
商
品
生
産
者
化
の
過
程
で
、

土
地
保
有
上
の
区
分
が
顕
著
に
な
っ
て
い
く
現

象
、
す
な
わ
ち
一
方
に
お
け
る
少
数
の
農
民
に
よ

る
土
地
集
中
と
他
方
で
の
多
数
の
農
民
に
お
け
る

土
地
喪
失
と
い
っ
た
農
民
の
土
地
保
有
上
の
区
分

が
進
行
し
て
い
く
過
程
日
乙
れ
を
農
民
層
分
化
と

よ
ぷ
が
日
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
ζ

と
は
云

う
ま
で
も
な
い
。

マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
『
第
一
巻
、
第
十
四
章
「
絶

① ④ 
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① 

対
的
剰
余
価
値
と
相
対
的
剰
余
価
値
」
六
一
二
九
貰

(
向
坂
逸
郎
訳
昭
巴
了
一

O
岩
波
書
居
刊
)

佐
久
高
士
編
『
越
前
国
宗
門
人
別
御
改
帳
』
(
昭

和
四
二
・
三
吉
川
弘
文
館
刊
)
で
は
、
越
前
国
(

坂
井
郡
)
に
お
け
る
農
民
層
分
解
の
実
相
の
解
明

に
も
役
立
つ
史
料
が
少
く
な
い
の
で
、
拙
稿
で
は

そ
れ
ら
の
う
ち
顕
著
な
も
の
を
活
用
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
が
、
か
か
る
ぼ
う
大
な
史
料
蒐
集
に
注
が

れ
た
佐
久
先
生
の
御
努
力
に
対
し
て
は
改
め
て
敬

意
を
表
し
た
い
。

青
木
虹
ニ
『
百
姓
一
投
の
年
次
的
研
究
』
(
昭
四

一
・
四
新
生
社
)
一
一
七
|
一
三
四
頁
。

拙
稿
「
百
姓
一
授
の
質
的
転
換
に
つ
い
て
(
上
)

(
下
)
|
|
明
和
の
越
前
大
一
授
の
解
明
を
中
心

に
|
|
」
(
『
歴
史
教
育
』
一
九
六
七
・
十
一
月

号
・
十
二
月
号
「
歴
史
教
育
研
究
会
編
」
所
収
、
日

本
書
院
刊
)
拙
稿
「
明
和
の
越
前
大
一
授
に
つ
い
て

|
|
反
封
建
闘
争
の
解
明
を
中
心
K
l
lし
(
『
若

越
郷
土
研
究
』
十
二
の
一
、
昭
四
二
・
一
「
福
井

県
郷
土
誌
懇
談
会
編
」
所
収
)
に
お
い
て
、
明
和

の
越
前
大
一
投
を
検
考
す
る
に
先
立
ち
、
越
前
・

若
狭
両
地
方
の
江
戸
時
代
に
お
け
る
百
姓
一
撲
の

発
生
状
況
を
、
年
代
別
、
形
態
別
、
要
求
・
原
因

別
に
一
応
の
概
括
的
な
統
計
調
査
を
行
な
っ
た
。

『
世
事
見
開
銀
』
(
改
造
文
庫
本
)
七
九
頁
。

農
民
が
都
市
に
入
り
商
人
に
な
っ
た
り
遊
民
化
す

る
点
に
つ
き
、
隣
藩
の
大
野
藩
で
も
嘉
永
三
年
十

二
月
に
四
民
の
職
分
を
論
告
し
て
、
「
百
姓
耕
作

① ① ① ③  

上

橋
本
左
内
の
農
民
観
に
つ
い
て

⑬ 

の
難
儀
を
い
と
ひ
、
と
か
く
町
方
に
出
て
?
尚
人
町

人
に
な
り
、
あ
ま
っ
き
へ
宜
か
ら
ぎ
る
遊
民
に
な

り
、
ふ
と
こ
ろ
手
い
た
し
渡
世
い
た
さ
ん
と
す
る

は
何
事
ぞ
や
・
:
:
:
:
(
以
下
略
)
」
と
厳
し
く
い

ま
し
め
て
い
る
〈
『
福
井
県
史
』
二
編
、
六

O
七

頁
〉
が
、
脱
農
民
化
に
対
す
る
藩
権
力
側
の
見
方

と
し
て
は
左
内
に
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
。

畿
内
や
瀬
戸
内
の
一
部
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
萌
芽
的
利
潤
の
一
般
的
形
成
が
実
現
し
て

中
位
以
上
の
農
民
属
が
全
般
的
に
小
商
品
生
産
者

に
転
化
す
る
の
に
対
し
、
農
民
経
済
が
萌
芽
的
利

潤
の
未
成
熟
に
も
か
か
わ
ら
ず
い
わ
ば
他
律
的
に

商
品
H
貨
幣
経
済
に
ま
き
と
ま
れ
る
場
合
は
、
一

部
の
上
盾
農
民
は
余
剰
を
獲
得
じ
得
て
富
裕
化
す

る
が
、
一
般
の
農
民
経
営
に
あ
っ
て
は
貨
幣
経
ー
済

の
影
響
で
再
生
産
に
必
要
な
生
活
・
生
産
手
段
の

購
入
や
年
貢
納
入
の
資
金
が
十
分
に
得
ら
れ
な
い

場
合
は
、
そ
れ
を
契
機
に
没
落
す
る
も
の
が
急
速

に
増
え
て
い
く
と
い
う
所
説
は
、
農
民
層
分
解
の

一
般
的
芯
展
望
と
し
て
は
適
当
と
み
ら
れ
る
。
〔

山
崎
隆
三
「
江
戸
後
期
に
お
け
る
農
村
経
済
の
発

展
と
農
民
層
分
解
L

(

岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』

近
世
四
、
所
収
三
六
二
|
六
七
頁
)
)

例
え
ば
『
福
井
県
史
』
(
二
一
編
五
六
頁
)
で
は

越
前
藩
が
天
保
三
年
(
一
八
三
二
)
正
月
「
近
来

小
前
滋
り
に
増
加
し
、
曲
辰
を
捨
て
る
も
の
あ
る
を

以
て
厳
重
の
取
締
令
を
発
し
て
之
を
禁
じ
・
:
:
・
」

と
述
べ
、
ま
た
大
野
藩
で
も
ほ
ぼ
同
様
な
内
容
の

@ 

@ 

論
告
を
嘉
永
三
年
(
一
八
五

O
)
十
二
月
に
出
し

て
い
る
o

(

一
前
掲
書
』
六
O
七
頁
)

『
岡
本
村
史
』
(
小
葉
田
淳
編
著
、
本
篇
)
一

三
三
頁

安
沢
村
は
現
在
の
春
江
町
に
所
属
す
。
天
領
で
あ

忍
が
、
四
周
が
越
前
落
領
に
固
ま
れ
て
い
る
故
、

土
地
柄
は
越
前
藩
領
と
同
様
に
見
倣
し
得
る
の
で

取
上
げ
た
。

黒
白
村
は
現
在
の
三
国
町
に
所
属
す
。
天
領
で
あ

る
が
、
前
述
の
安
沢
村
の
場
合
と
同
じ
く
越
前
藩

領
と
同
様
に
見
倣
し
得
る
。

前
掲
書
『
越
前
国
宗
門
人
別
御
改
帳
』
の
な
か

で
、
黒
目
村
に
つ
い
て
寛
政
十
二
年
〈
一
八

0
0

)
よ
り
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
同
年
よ
り
文
化
十

四
年
(
一
八
一
七
)
ま
で
の
人
別
御
改
帳
で
は
、

百
姓

1
高
持
・
雑
家
の
内
訳
が
記
載
さ
れ
て
い
な

い
の
で
、
文
政
四
年
(
一
八
一
一
一
)
の
「
人
家
御

改
帳
」
か
ら
を
調
査
の
対
象
と
し
た
。

脇
田
修
つ
克
禄
期
の
農
村
」
(
岩
波
講
座
『
日

本
歴
史
』
近
世
三
一
一
二
貰
)
に
お
い
て
、
脇

田
氏
は
年
季
奉
公
人
を
封
建
的
一
雇
一
傭
労
働
と
み
る

の
は
誤
り
で
あ
り
、
農
業
労
働
力
と
し
て
の
そ
れ

は
初
期
賃
労
働
と
考
え
ら
れ
る
と
し
、
幕
藩
制
下

の
自
給
的
単
純
再
生
産
経
営
で
は
必
然
的
に
労
働

力
は
家
族
と
譜
代
あ
る
い
は
質
券
奉
公
人
で
し
か

な
い
が
、
年
季
奉
公
人
の
一
雇
一
傭
は
経
営
に
給
銀
を

支
払
い
得
る
一
定
の
余
剰
が
成
立
し
て
い
る
乙
と

J

が
前
提
で
あ
り
、
し
か
も
年
季
奉
公
人
を
放
出
す
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る
の
は
貧
農
か
無
高
日
水
呑
で
あ
り
、
か
れ
ら
は

奉
公
の
給
銀
に
よ
り
生
計
を
営
む
貧
農
半
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
が
、
か
か

る
年
季
奉
公
人
の
存
在
と
そ
初
期
賃
労
働
者
的
性

格
を
有
し
、
ま
た
地
主
手
作
へ
の
本
格
的
進
展
を

物
語
る
も
の
と
見
倣
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
同
じ
越
前
地
方
で
も
、
生
糸
・
布
・
苧

・
木
綿
・
蚊
帳
地
・
茶
・
麻
な
ど
農
民
的
商
品
生

産
の
割
と
発
達
し
た
地
区
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ブ

ル
ジ
ョ
ア
分
解
」
の
傾
向
を
み
せ
る
わ
け
で
、
し

か
も
藩
政
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
一
部
問
屋
制

家
内
工
業
な
い
し
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
へ
の
た

く
ま
し
い
展
開
ま
で
み
せ
る
と
い
う
点
で
、
藩
領

内
の
農
民
層
分
解
の
実
相
を
一
率
に
貧
窮
分
解
と

規
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
云
う
ま
で
も
な

奈
良
本
辰
也
『
日
本
経
済
史
』
(
経
済
学
全
書

四
、
三
笠
書
房
昭
二
六
・
三
)
一
四
八
頁

奈
良
本
辰
也
『
近
世
封
建
社
会
史
論
』
(
高
桐
書

院
昭
二
三
)
三
四

t
三
五
頁

地
稿
「
横
井
小
楠
の
富
国
策
に
つ
い
て
|
|
藩
政

改
革
の
路
線
設
定
へ
の
一
展
望
|
|
」
(
豆
別
掲

書
』
十
二
の
四
、
昭
四
二
・
九
)
に
お
い
て
、
小

楠
の
「
富
国
策
」
(
『
国
日
江
三
論
』
の
一
つ
)

が
、
生
産
流
通
機
構
の
な
か
に
特
権
乃
至
一
高
利
貸

商
人
の
介
入
を
斥
け
て
、
で
き
る
だ
け
商
品
生
産

の
自
主
的
な
発
展
を
助
長
さ
せ
、
資
金
融
通
を
は

⑬ ⑬ @ 
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か
る
な
ど
生
産
者
の
利
益
を
極
力
容
認
し
、
「
民

富
」
の
成
果
の
上
に
貿
易
促
進
、
藩
財
政
の
強
化

な
ど
一
連
の
富
国
策
を
実
現
せ
ん
と
す
る
具
体
的

仕
法
に
つ
き
、
藩
政
改
革
の
視
角
か
ら
検
考
し

た。『
勧
農
策
』
(
「
日
本
経
済
全
書
」
巻
二

O

五

八
五
頁

熊
沢
蕃
山
『
集
義
外
書
』
(
「
日
本
倫
理
集
編
」

巻
二
一
九
三
頁
)

寛
永
二

O
年
(
一
六
四
三
)
一
二
月
の
「
田
畑
永
代

売
買
禁
止
令
」
は
三
つ
の
法
令
よ
り
な
っ
て
お

り
、
第
一
は
代
宮
あ
て
出
さ
れ
た
も
の
で
「
一
、

身
上
能
百
姓
ハ
田
地
を
買
攻
、
弥
宜
成
、
身
拡
不

成
者
ハ
田
畑
令
治
却
、
猶
々
身
上
不
可
成
之
問
、

向
後
田
畑
売
買
可
為
停
止
事
」
と
し
て
い
る
が
、

乙
れ
は
明
ら
か
に
農
民
の
田
畑
売
買
に
よ
り
貧
富

の
懸
隔
が
生
ず
る
の
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
も
の
に

外
な
ら
な
い
。

拙
稿
寸
橋
本
左
内
の
洋
学
観
」
(
『
前
掲
書
』
十

一
の
一
、
昭
四
一
・
一
)
で
、
左
内
が
洋
学
の
倫

理
的
、
政
治
的
思
想
の
分
野
に
は
厳
し
い
警
戒
的

態
度
を
と
り
、
む
し
ろ
儒
教
精
神
の
強
固
な
裏
付

け
に
よ
っ
て
、
動
揺
を
か
乙
つ
封
建
機
構
の
現
支

配
体
制
を
強
化
す
る
た
め
に
乙
そ
洋
学
の
な
か
の

技
術
学
の
積
極
的
導
入
に
真
剣
な
熱
意
を
示
し
た

と
み
る
べ
き
論
拠
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
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